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──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、令和２年第２回羅臼

町議会臨時会を開会いたします。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、会期中における議場内でのマスク

着用並びに出入口３か所を開放いたします。ただし、発言時においては、一定の距離を確

保した上でマスクを外すことも許します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、３番髙島讓二君及び

４番井上章二君を指名いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第２ 会期の決定の件を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、議会運営委員会で協議していただき、本日１日としたいと思いま

す。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会の会期は本日１日とすることに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 羅臼町監査委員から、例月出納検査の結果について報告がありました。資料は議長の手

元に保管しております。 
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 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第４ 町長からの行政報告の申し出がありましたので、これ

を許します。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） おはようございます。 

 本日の臨時議会に当たり、議員皆様の御出席を賜りましたことを、心から御礼申し上げ

たいと思います。 

 ただいま議長のほうからお許しをいただきましたので、２件の行政報告をさせていただ

きます。 

 １件目は、「日本遺産 鮭の聖地の物語～根室海峡１万年の道程～」であります。 

 令和２年６月１９日、令和２年度の日本遺産認定について文化庁より２１件の認定が決

定をいたしました。 

 日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化・伝統を語るストー

リーを「日本遺産」として文化庁が認定するものであり、地域の遺産を総合的に活用、発

信することで、地域振興につなげる認定制度であります。 

 このたび認定を受けたのは、根室市・別海町・標津町・羅臼町の根室管内の１市３町で

登録申請をしておりましたサケに関するストーリー「鮭の聖地の物語～根室海峡１万年の

道程～」であります。 

 根室管内は、サケ漁が盛んな地域であること、またサケと人との関わりについて歴史的

背景などを説明する構成が、このたび評価されたものであります。 

 この認定を受けますと、文化庁の補助事業を３年間受けることができます。 

 根室管内の自然や食に歴史や文化の魅力を重ねて、地域資源価値の相乗効果を図ること

で、根室海峡沿岸の広域エリアでの地域ブランド力向上を目指してまいりたい考えであり

ます。 

 この事業を進めるために、仮称ではありますが、「鮭の聖地メナシネットワーク」とい

う名称で、管内の行政・観光協会・ガイド団体などで構成する地域協議会を立ち上げるこ

ととしております。 

 今年度の事業計画案については、人材育成事業・調査研究事業を考えており、関係人口

創出に向けたストーリーブラディング事業や広域地域ガイド養成、また各町でサイドス

トーリーを検討し、１泊２日程度の周遊モデルコースを作成する予定であります。 

 羅臼町といたしましては、この機会を有効活用し、サケの食文化にもスポットを当て、

観光客の誘客や魚食普及を推進させるなど地域振興策として取り組んでまいりたいと考え

ているところであります。 
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 ２件目は、「羅臼町民温水プールの開館について」であります。 

 羅臼町民温水プールは、例年５月１日から９月末日まで開館しているところですが、新

型コロナウイルス感染症の影響による開館延期に加え、空調機等機械の故障により、現在

に至るまでオープンができておりません。 

 故障している機械は、館内の暖房設備である空調機と床暖房の配管部分でありまして、

大規模改修となることから数か月の期間を要するため、今シーズンの開館期間には間に合

わない状況です。故障により暖房が全て機能しないため、簡易的な暖房設備の導入により

開館ができないか検討も進めてきましたが、安全対策を講じることができず、室内温度の

維持は困難であるとの結論に達しました。 

 また、教育委員会を通じ、各学校には水泳授業の実施についても検討をいただいており

ましたが、集団感染のリスク対応について、有効な手段を講じることが難しいため、今年

度の学校水泳授業は中止が決定されたところです。 

 以上のことから、一般利用者、プール利用団体には大変な御迷惑をおかけいたします

が、本年度の温水プール開館は断念することを決定いたしました。 

 今後の対応といたしましては、来年５月に開館させるためにも、空調機の更新工事の補

正予算を、本臨時会で上程させていただいたところであります。床暖房につきましては、

今後どのような工法が最善なのか検討しながら、早い時期に結論を出して、来年度シーズ

ンに開館できるよう進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） これで、行政報告は終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第４０号 令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第５ 議案第４０号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（川端達也君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 議案第４０号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 令和２年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１,３３１万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億３,６０２万３,０００円とする。 

 ２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条は、地方債の補正であります。 
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 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入でございます。 

 １５款国庫支出金２,６６０万円を追加し、８億９,２４６万１,０００円。２項国庫補

助金２,６６０万円を追加し、７億５,９５６万４,０００円。これにつきましては、ＧＩ

ＧＡスクール構想における小中学校の通信ネットワーク整備事業に対して国からの補助金

が２,３６０万円措置されます。また、学校開放に伴う感染症対策などに必要な消耗品や

備品の購入費に対する学校保健特別対策事業補助金が３００万円措置されるものでござい

ます。 

 １９款繰入金１項基金繰入金１億２８１万３,０００円を追加し、４億４,７１６万３,

０００円。内容につきましては３件ありまして、１件目は、文教施設整備基金繰入金で、

温水プール空調機コイル更新工事の充当財源として９１０万８,０００円の追加でありま

す。２件目は、公共施設整備基金繰入金で、道の駅周辺駐車場整備事業の充当財源として

１,４００万円の追加であります。３件目は、知床羅臼まちづくり基金繰入金で、新型コ

ロナウイルス感染症対応事業費の充当財源として７,９７０万５,０００円の追加でありま

す。 

 ２０款１項繰越金２,７９０万円を追加し、３,７２０万２,０００円。ＧＩＧＡスクー

ル構想に伴う経費の財源調整として前年度繰越金に求めるものでございます。なお、先ほ

どの知床羅臼まちづくり基金繰入金７,９７０万５,０００円とＧＩＧＡスクール構想に伴

う繰越金２,７９０万円につきましては、国の２次補正の新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金の対象となっており、事業の確定がされた後、財源の組替えを予定し

てございます。 

 ２２款１項町債５,６００万円を追加し、１０億９,２０２万９,０００円。道の駅周辺

駐車場整備工事に伴い、商工振興施設整備事業債を充当財源として追加するものでありま

す。 

 歳入合計２億１,３３１万３,０００円を追加し、６１億３,６０２万３,０００円となり

ます。 

 ３ページでございます。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費２,８３２万５,０００円を追加し、２０億８８１万３,０００円。７項防災

費２,８３２万５,０００円を追加し、５,１３９万円。新型コロナウイルス対策事業であ

りますが、避難所開設時における感染拡大対策として、町内の主要な７か所の避難施設へ

防護服やパーテーションなどの感染予防品の備蓄品の整備を行います。また、災害発生時

に町民が自己防衛対策が図られるよう、マスクや消毒液などの感染防止資材をバッグに入

れまして、非常時に持ち出しができるよう、１世帯に１セットを配布する事業でございま

す。 
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 ６款１項商工費１億５４万円を追加し、２億５,０８６万円。内容につきましては、観

光の拠点となっております道の駅の機能向上を図るための駐車場整備工事費で７,０００

万円であります。また、新型コロナウイルスに関する事業が２件ありますが、１件目は町

内の各事業所が、店舗や事務所などに感染予防対策として必要な機械や器具、備品などを

整備した経費に対して最大で５万円を助成するもので、７５０万円であります。２件目

は、秋の水産業の最漁期を迎えたときに、新型コロナウイルスの関係で水産物の需要量が

減少し、取引に影響が出る可能性があることから、水産物の過剰供給分に対して冷凍保管

庫を借りて調整する場合に、その経費に対して助成するもので、２,３００万円でありま

す。 

 ８款教育費８,４４４万８,０００円を追加し、１０億２,６６０万６,０００円。１項教

育総務費７,５３４万円を追加し、１億４,８５９万８,０００円。内容につきましては、

教育用コンピューターに要する経費で５,１５０万円でありますが、これはＧＩＧＡス

クール構想で児童生徒１人に１台の端末を整備し、学校教育におけるＩＣＴ環境を整備す

るものでございます。また、幼稚園や小中学校など教育関係の新型コロナ感染対策としま

して２,３８４万円ですが、感染予防の消耗品や空気清浄機などのほかに児童生徒の密集

や密接を避けるために授業で利用しております跳び箱やミシンなどの備品を補充し、整備

するものでございます。６項保健体育費９１０万８,０００円を追加し、７億４,０３１万

４,０００円でありますが、温水プールの空調機コイルの故障により機器を更新するもの

であります。 

 歳出合計２億１,３３１万３,０００円を追加し、６１億３,６０２万３,０００円となる

ものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表地方債の補正、１、追加であります。 

 起債の目的は、商工振興施設整備事業債(過疎対策事業債）で、限度額は５,６００万

円。起債の方法は、証書借入または証券発行、利率は５.０％以内（ただし、利率見直し

方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し

の後の利率）とするものでございます。償還の方法は、政府資金については、その融資条

件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都

合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすること

ができるものでございます。 

 以上でありますが、事項別明細書を別冊資料として配付させていただいておりますの

で、後ほど御参照いただきますようお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を

許します。質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 
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 ここで、議案審査のため、休憩いたします。 

午前１０時１６分休憩 

────────────── 

午後 ２時１５分再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第５ 議案第４０号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算を審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 坂本議員。 

○５番（坂本志郎君） １点だけ。補正の中身もいろいろ聞かせていただきましたが、私

どもの常任委員会では、余りこの件について意見なかったのですが、水産物調整保管事業

で約２,３００万の事業がここに出されておりまして、目的そのほかを見ると、担当課長

からもお話ありましたけれども、組合あるいは買屋さんのグループ、あと加工のグループ

だというふうに書いてあるのですが、私ちょっと同僚議員に聞いたのですが、実は漁業者

にとっても、これが行われることによって、要するに魚を滞留させなくていいという、こ

ういう非常にいい効果があるのだということで、非常によかったと思います。特に私も前

回の議会で、漁業者あるいは農業者についての支援がないのではないかと質問したことも

ありましたけれども、大変よかったということをちょっと、質問ではないのですが、私の

最後、意見として申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（佐藤 晶君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４０号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４０号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第５ 議案第４０号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。令和２年第２回羅臼町議会臨時会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 
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午後 ２時１７分 閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

    議  長 

 

 

    議  員 

 

 

    議  員 

 

 


